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問

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
町
民

の
声
を
反
映
す
る
た
め
、
地
域
の

実
情
に
詳
し
い
人
材
と
連
携
す
る

必
要
が
あ
る
。
集
落
支
援
員
制
度

を
検
討
し
た
こ
と
は
な
い
か
。

副
町
長 

集
落
支
援
員
制
度
の
活　

用
は
、
制
度
の
詳
細
を
含
め
調
査

し
て
い
く
。

問 

国
か
ら
財
源
手
当
と
し
て
支

援
員
１
人
当
た
り
３
５
０
万
円
支

給
さ
れ
る
。
区
長
な
ど
他
の
業
務

と
兼
任
で
も
１
人
当
た
り
40
万
円

の
財
源
手
当
が
あ
る
。
自
治
会
加

入
や
地
域
貢
献
の
き
っ
か
け
に
も

な
る
。
集
落
支
援
員
を
活
用
で
き

な
い
か
。

総
務
部
長 

本
町
は
コ
ン
パ
ク
ト

な
地
域
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
取
れ
て
い
る
と
感
じ
て

い
る
。
制
度
の
詳
細
等
の
情
報
収

集
に
努
め
た
い
。

児
童
生
徒
の

生
活
習
慣
病
予
防
を

問 

児
童
生
徒
の
生
活
習
慣
病
の

状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。

民
生
部
長 

学
校
保
健
安
全
法
の

中
で
は
健
康
診
断
の
検
査
項
目
に

含
ま
れ
ず
把
握
で
き
な
い
。
生
活

習
慣
病
予
防
に
向
け
、
状
況
把
握

は
必
要
と
考
え
る
。

問 

町
は
こ
ど
も
医
療
費
を
拡
充
し
、

重
病
化
を
予
防
し
て
い
る
。
生
活

習
慣
病
チ
ェ
ッ
ク
は
子
ど
も
達
自

身
が
食
生
活
を
見
直
す
教
育
に
も

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

民
生
部
長 

町
で
は
妊
婦
の
時
期

か
ら
生
活
習
慣
病
予
防
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
健
康
教
育
の
面
で
も

検
査
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識

は
あ
る
。
財
源
確
保
も
含
め
検
査

を
実
施
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

町
職
員
の
増
員
を

検
討
し
て
い
る
か

問 

役
場
正
職
員
の
採
用
に
比
べ
、

臨
時･

嘱
託
職
員
が
増
え
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。
現
状
は
ど
う
か
。

副
町
長 

正
規
の
職
員
数
に
対
す

る
臨
時･

嘱
託
職
員
数
の
割
合
は
、

増
加
傾
向
で
あ
る
。

問 

本
町
は
年
々
人
口
が
増
加
し

て
い
る
。
国･

県
か
ら
の
事
務
や

権
限
移
譲
な
ど
で
業
務
量
も
増
え

て
い
る
。
今
後
の
業
務
量
を
見
込
み
、

職
員
の
増
員
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

副
町
長 

国･

県
か
ら
の
事
務
権
限

の
移
譲
が
あ
る
。
町
民
の
行
政
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
る
。

制
度
改
正
へ
の
対
応
、
さ
ら
に
、
人

口
増
加
で
事
務
量
は
確
実
に
増
加
し

て
い
る
。
職
員
の
増
は
、
財
政
事
情

等
を
含
め
総
合
的
に
検
討
す
る
時
期

に
き
て
い
る
。

一
般
質
問
　
赤
嶺
奈
津
江 

議
員

赤嶺　奈津江 議員

集落支援員制度で
町民視点の
まちづくりを
答　制度の詳細を含め調査を行う

集落支援員の取組フロー

集落支援員の設置

集落点検の実施

集落のあり方についての話し合い

集落点検や話し合いを通じ必要と認められる施策

積極的に実施


